
群馬労働局の取組トピックス（令和6年7月24日配信）

（キャリアアップ助成⾦）
（副業・兼業の促進）

発信者 雇用環境・均等室

〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

①キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）のご案内

令和６年10月からパート・アルバイトの方の社会保険の適用が拡大します︕

年収の壁・⽀援強化パッケージの「106万円の壁」対応のキャリアアップ助成⾦「社会保険適⽤時
処遇改善コース」のご活用をご検討ください。

労働者を新たに社会保険に加⼊させるとともに、収⼊を増加させる取組を⾏った事業主に助成

キャリアアップ助成⾦「社会保険適⽤時処遇改善コース」キャリアアップ助成⾦「社会保険適⽤時処遇改善コース」

※事前に「キャリアアップ計画」の提出が必要です。
キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで提出してください。
（不備があると当⽇の受理ができませんので、余裕をもってご準備ください。）



② 副業・兼業の促進



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕
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